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対馬南警察署協議会第１回会議議事概要

日 時 令和２年１月23日（木） 13時30分～15時00分

場 所 対馬南警察署講堂

１ 協議会
橘会長 酒井委員 河原委員

２ 警察署
出 席 者 森田署長 原野副署長 白田警務課長 谷口交通課長

３ 書 記
警務係長

１ 前回会議での協議会の意見に対する推進状況について
署長から、前回協議会の提出意見である「年末年始における各種

犯罪・事故等の未然防止対策の推進」に対する推進状況について、
次のとおり説明があった。
(1) 年末年始における各種犯罪未然防止
ア 金融機関等に対する警戒活動

金融機関、コンビニエンスストア等に対する防犯強化のため
立ち寄り警戒を実施した。

イ 夜間の警戒活動
12月16日から１月３日までの間、午後９時から午前０時まで

の間、制服警察官２名がパトカーに乗車し、特別警戒を実施した。
会議の状況 ウ 強盗訓練の実施

厳原郵便局において、強盗犯人が拳銃と刃物を所持して郵便
局へ押し入り、現金を強奪するとの想定で訓練を実施した。

(2) 年末年始における事故防止
ア 交通指導取締り

10月から12月までの間、交通違反として255件を検挙した。
イ 飲酒運転根絶に向けた取組
(ｱ) 多目的検問の実施

過去の飲酒運転検挙状況を分析し、飲酒運転取締りを目的
とした多目的検問を実施した。

(ｲ) 飲酒運転被疑者の検挙
11月９日、酒気帯び運転被疑者１人を道路交通法違反で逮

捕した。
(ｳ) 広報活動の推進
Ａ 高齢者宅・深夜飲食店に対する訪問活動

年末の交通安全県民運動期間中、対馬市厳原町及び対馬
市豊玉町において、関係機関・団体と連携して高齢者宅及
び深夜飲食店を訪問し、飲酒運転根絶のため協力を依頼した。

Ｂ 飲酒運転撲滅等のキャンペーン
対馬市久田総合運動場及び厳原税務署前において、対馬

南地区交通安全協会、交通安全母の会等と連携して、飲酒
運転撲滅等を呼び掛けるキャンペーンを実施した。

２ 業務重点推進結果について
署長から、次のとおり説明があった。

(1) 犯罪被害者支援活動の推進
ア ミニ広報紙による広報活動
イ ケーブルテレビによる広報活動



ウ ケーブルテレビへの出演による広報活動
エ 自治体広報誌による広報活動
オ 地元新聞社による広報活動
カ 対馬市防災行政無線による広報活動
キ 広報キャンペーンの実施
ク ホームページによる広報活動
ケ 遺族手記パネル展の開催
コ 広報ポスターの掲示
サ 大型スーパーチラシによるチラシへの掲載
シ 命の大切さを学ぶ教室の開催
ス 広報チラシの作成
セ 被害者支援ネットワーク会議の開催

(2) 特殊詐欺撲滅のための取締り活動及び予防活動の強化
ア 特殊詐欺未然防止キャンペーン
イ 振り込め詐欺未然防止講話
ウ 金融機関防犯協会総会への出席

(3) 指名手配被疑者捜査の強化
各種捜査活動や巡回連絡等を通じた情報収集

(4) 年末警戒取締り
１(1)記載のとおり。

(5) 歩行者の交通事故防止対策の強化
ア 交通規制要望による横断歩道新設
イ ケーブルテレビを活用した広報活動
ウ 交通安全教育の実施

(6) 飲酒運転事故防止対策の強化
１(2)記載のとおり。

(7) 国際テロ諸対策の推進
ア ローマ教皇来県に伴う国際旅客船の検問強化
イ 対馬空港における不法侵入者及びハイジャック対応訓練
ウ 爆発物原材料対策

(8) 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に伴う広報活動の推進
各種広報啓発活動の推進

(9) 年末年始に向けた街頭活動の強化
１(1)(2)記載のとおり

３ 長崎県警察における基本姿勢及び令和２年運営指針について
署長から、次のとおり説明があった。

(1) 長崎県警察における基本姿勢
(2) 令和２年運営指針

４ 速度取締り指針について
交通課長から、速度取締り指針について説明があった。

５ 業務重点推進計画について
署長から、次のとおり説明があった。

(1) 高齢社会総合対策の推進
(2) 振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の被害防止
(3) 進学進級時における少年の非行・犯罪被害防止
(4) 歩行者関連事故防止のための諸対策の推進
(5) 沿岸諸対策の推進
(6) 国際テロ諸対策の推進
(7) 組織的な高齢者の把握活動の推進



○ 交通安全総合対策の推進について
提 出 意 見 全国的にあおり運転などが多発しており、対馬市でもあおり運

転等の危険運転の発生が懸念されることから、交通事故防止を含
めた総合的な交通安全対策を推進してもらいたい。


